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Ⅰ．はじめに

　国際会計基準審議会（IASB）は、2020 年 5
月 14 日に「IFRS 基準の年次改善 2018─2020」
（以下「本年次改善」という。）を公表した。
「年次改善」とは、IFRS 財団の「デュー・プ
ロセス・ハンドブック」において、基準又は解
釈指針の狭い範囲の又は軽微な修正であり、各
修正に関連性はないが 1つの文書にまとめて公
開されるものであると定義されている。本年次
改善では、4つの基準書に対する修正が含まれ
ており、本稿では、修正に至った背景及びその
概要について解説する。なお、本文の意見にわ
たる部分は、筆者の私見であることを申し添え
ておく。

Ⅱ ．IFRS第 1号「国際財務報告基
準の初度適用」の修正（初度適
用企業としての子会社）

1．背　景
　IFRS第 1号「国際財務報告基準の初度適用」
D16 項⒜は、親会社よりも後に IFRS 基準の初
度適用企業となる子会社（以下「子会社」とい
う。）に対して、親会社の IFRS 移行日に基づ

き資産及び負債を測定する免除規定を設けてい
る。D16 項⒜は資産及び負債のみに適用され、
資本の内訳項目には適用されない。したがっ
て、D16 項⒜を適用する子会社は、換算差額累
計額について、遡及適用を行うか、IFRS 第 1
号 D13 項における免除規定を適用して子会社
の IFRS 移行日現在でゼロとすることとなって
いた。この結果、子会社は、換算差額累計額に
ついて異なる IFRS 移行日に基づく 2組の会計
記録を並行的に保存することを要求される可能
性があった。IASB は、D16 項⒜における免除
規定を、子会社の換算差額累計額にも適用する
よう要望を受けた。

2．修正の概要
　IFRS 第 1 号 BC60 項は、IASB が D16 項⒜
の免除規定を設けたのは、子会社が異なる
IFRS 移行日に基づく 2 組の会計記録を並行的
に保存することを回避するためであると説明し
ている。IASB は、この論拠に基づき、D16 項
⒜の免除規定を子会社の換算差額累計額に拡大
することを決定した。
　IASB は、D13A 項を追加し、D16 項⒜を適
用する子会社が、換算差額累計額について、親
会社の IFRS 移行日に基づき親会社の連結財務
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諸表に含められていたであろう帳簿価額で測定
することを選択可能とした。

3．適用日
　2022 年 1 月 1 日以後開始する事業年度から
適用される。早期適用は認められており、企業
が当該修正を早期適用する場合には、その旨を
開示しなければならない。

Ⅲ ．IFRS第 9号「金融商品」の修正
（金融負債の認識の中止に関する
「10％テスト」に含まれる手数料）

1．背　景
　IFRS 第 9 号「金融商品」は、金融負債の条
件変更又は交換が行われた場合、認識の中止を
行うべきかどうかを決定するにあたり、新規又
は条件変更後の条件が当初の条件と大幅に異
なっているかどうかを企業が評価することを要
求している。当該評価の目的上、新たな条件が
大幅に異なるものとして取り扱われるのは、新
たな条件によるキャッシュ・フローの割引現在
価値（受取手数料を控除後の支払手数料を含
み、当初の実効金利で割り引く。）が、当初の
金融負債の残りのキャッシュ・フローの割引現
在価値と少なくとも 10％異なる場合であると
されている（「10％ テスト」）。IASB は、企業
がどの手数料及びコストを「10％ テスト」に
含めるのかについて明確化するよう要望を受
けた。

2．修正の概要
　IASB は、借手及び貸手との間で授受する
キャッシュ・フローに限定することは、当初の
条件と新しい条件との間の差異が大幅であるか
どうかについて借手と貸手との間の契約上の
キャッシュ・フローの変動に基づいて定量的に
評価するという「10％ テスト」の目的に合致
すると説明している。したがって、IASB は、

「10％ テスト」の要求事項に関する IFRS 第 9
号 B3．3．6 項を修正し、「10％ テスト」の目的
上、借手と貸手との間で授受される手数料（借
手又は貸手のいずれかが他方に代わって授受す
る手数料を含む。）のみが含まれることについ
て明確化した。

3．適用日及び経過措置
　2022 年 1 月 1 日以後開始する事業年度から
適用される。早期適用は認められており、企業
が当該修正を早期適用する場合には、その旨を
開示しなければならない。また、経過措置とし
て、企業は当該修正を、企業が当該修正を最初
に適用する事業年度の期首以後に条件変更又は
交換が行われる金融負債に適用しなければなら
ないとされている。

Ⅳ ．IFRS 第 16 号「リース」に付
属する設例の修正（リース・イ
ンセンティブ）

1．背　景
　IASB は、IFRS 第 16 号「リース」に付属す
る設例 13 におけるリース・インセンティブに
関する説明が原因となって、IFRS 第 16 号の
適用に混乱が生じる可能性があることを伝えら
れた。具体的には、設例 13 において、貸手が
借手に提供する賃借設備改良に関する補償を
IFRS 第 16 号で定義されているリース・イン
センティブと考えない理由が不明瞭であるとい
うものであった。

2．修正の概要
　修正前の設例 13 では、貸手が借手に提供す
る賃借設備改良に関する補償をリース・インセ
ンティブとして会計処理しない例示が含まれて
おり、その理由として、賃借設備改良について
借手に生じたコストが使用権資産の取得原価に
含まれていないためであると説明されていた。



国際関連情報　IFRS財団及び IASB情報

2020.9　vol.70　季刊 会計基準　47

IASB は、この説明は、当該補償がリース・イ
ンセンティブの定義を満たすかについての結論
を十分に明確に説明していなかったと結論づけ
た。IASB は、設例 13 の記載により混乱が生
じる可能性を取り除くために、賃借設備改良に
関する貸手からの補償の例示を削除した。

3．適用日及び経過措置
　修正の対象である設例 13 は、IFRS 第 16 号
に付属するがその一部を構成するものではない
ため、本年次改善において適用日又は経過措置
は提供されていない。

Ⅴ ．IAS 第 41 号「農業」の修正
（公正価値測定における課税）

1．背　景
　IASB は、2008 年に IAS 第 41 号「農業」を
修正し、企業が公正価値を測定する際にキャッ
シュ・フローを割り引くために税引前の割引率
を使用するという要求事項を削除した。当該修
正時には、公正価値を測定する際のキャッ
シュ・フローに関する要求事項の修正は行われ
なかった。

2．修正の概要
　IASB は、次の理由により、IAS 第 41 号を
適用して公正価値を測定する際に課税に関する
キャッシュ・フローを除外しなければならない
という要求を削除した。
⑴　IFRS 第 13 号「公正価値測定」では、単
一の現在価値技法の使用を定めておらず、現
在価値技法を使用する際に、キャッシュ・フ
ローと割引率の仮定が整合していることを要
求している。本修正により、公正価値測定に
ついての IAS 第 41 号における要求事項が、
IFRS 第 13 号の要求事項と整合することに
なる。

⑵　2008 年に IAS 第 41 号を修正した際の
IASB の意図は、公正価値を測定する際に税
金キャッシュ・フローを含めることを認める
ことであったと考えられ、本修正はその意図
と整合する。

3．適用日
　2022 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度の
期首以後の公正価値測定に適用される。早期適
用は認められており、企業が当該修正を早期適
用する場合には、その旨を開示しなければなら
ない。


